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【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

国県支出金 地方債 その他
引上げ分の
地方消費税

その他

民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 1,423,624 80,072 257,128 1,086,424

障害者福祉費 2,328,431 1,657,505 5,091 127,427 538,408

老人福祉費 227,240 9,779 22,728 37,267 157,466

児童福祉費 児童福祉総務費 412,741 305,314 14,932 17,701 74,794

児童措置費 3,997,613 2,964,523 175,150 164,192 693,748

母子福祉費 393,451 137,582 48,968 206,901

児童福祉運営費 272,848 74,862 32,153 31,737 134,096

生活保護費 生活保護扶助費 836,179 627,186 1,617 39,687 167,689

9,892,127 5,856,823 251,671 724,107 3,059,526

民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 531,338 306,234 43,080 182,024

老人福祉費 1,108,345 206,297 172,633 729,415

1,639,683 512,531 215,713 911,439

衛生費 保健衛生費
保健衛生総務一般
管理費

127,332 1,060 24,166 102,106

保健衛生対策費 315,182 18,294 45,100 32,534 41,960 177,294

予防費 285,218 16,062 51,511 217,645

病院費 病院費 1,330,048 254,543 1,075,505

2,057,780 35,416 45,100 32,534 372,180 1,572,550

13,589,590 6,404,770 45,100 284,205 1,312,000 5,543,515

令和８年度登米市一般会計当初予算における市町村交付金（社会保障財源化分）
が充てられる社会保障施策に要する経費について

　地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされ
ています。
　令和８年度登米市一般会計当初予算における市町村交付金（社会保障財源化分）の社会保障施策関連経費への
充当状況については、以下のとおりです。

13,589,590

1,312,000

※１　地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当している。
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小計　①

（単位：千円）

　【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　【歳出】社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　

※２　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費は、人件費及び事務費を除いた額とする。
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